
番号
県計画
該当部分

項目名 変更後 変更前 変更理由

1
ｐ５
第１編第１章５
表１－１

用語の定義 要配慮者 災害時要援護者 用語の見直しに伴うも
の

2

ｐ１２
第１編第３章
表１－６「機関
の名称」

指定地方公
共機関

公益社団法人三重県医師会
公益社団法人三重県歯科医師会

公益社団法人三重県医師会 新たな指定地方公共
機関の指定に伴うもの

3

ｐ１６
第１編第４章
表１－７「備
考」

地域別昼夜
間人口一覧

また、地域の区分は、三重県勢要覧（平成１８年刊）の地域区分
を用いた。

また、地域の区分は、三重県政要覧（平成１８年刊）の地域区分
を用いた。

誤字の修正に伴うもの

4

ｐ１６
第１編第４章
（５）

道路の位置
等

高規格幹線道路は、東名阪自動車道が名古屋市から亀山市ま
でをつないでおり、同市からは新名神高速道路が草津市まで、
伊勢自動車道が伊勢市まで至っている。また、伊勢湾岸自動車
道が豊田市から四日市市まで、紀勢自動車道が多気町から尾
鷲市まで、熊野尾鷲道路が尾鷲市から熊野市までをつないで
いる。

高規格幹線道路は、東名阪自動車道が名古屋市から亀山市ま
でをつないでおり、同市からは新名神高速道路が草津市まで、
伊勢自動車道が伊勢市まで至っている。また、伊勢湾岸自動車
道が豊田市から四日市市まで、紀勢自動車道が多気町から紀
北町までをつないでいる。

高規格幹線道路の供
用区間の変更に伴うも
の

5

ｐ１６、ｐ１７
第１編第４章
（５）

道路の位置
等

道路網は、地域によって整備状況に偏りがあり、桑名市、いな
べ市、四日市市等の県北部は、比較的道路網が発達し、利便
性が高い。一方、尾鷲市、熊野市等の東紀州地域は、耐災性
に優れる紀勢自動車道、熊野尾鷲道路が開通したが、尾鷲市
内や熊野市以南では主要な道路は国道42号のみで、他には数
本の国道が山間部に存在しているのみであることから、避難に
際して道路に加え、海上交通の活用も検討する必要がある。

道路網は、地域によって整備状況に偏りがあり、桑名市、いな
べ市、四日市市等の県北部は、比較的道路網が発達し、利便
性が高い。一方、尾鷲市、熊野市等の東紀州地域は、紀勢自
動車道、熊野尾鷲道路の整備が進められているものの、未整
備区間があり、また主要な国道は国道42号のみで、他には数
本の国道が山間部に存在しているのみであることから、避難に
際して道路に加え、海上交通の活用も検討する必要がある。

高規格幹線道路の供
用区間の変更に伴うも
の

6
ｐ１７
第１編第４章
図１－３

主な道路網 図１－３　主な道路網
別紙のとおり

図１－３　主な道路網
別紙のとおり

高規格幹線道路の供
用区間の変更に伴うも
の

7

ｐ２５
第１編第６章１

対象とする
事態の相違

これに対し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条の
規定に基づき作成されている三重県地域防災計画(以下「県地
域防災計画」という。)は、災害対策基本法第２条第１号に定め
る、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地
震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な
火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度において、これ
らに類する政令で定める原因により生ずる被害に対処するもの
である。

これに対し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条の
規定に基づき作成されている三重県地域防災計画(以下「県地
域防災計画」という。)は、災害対策基本法第２条第１号に定め
る、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の
異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及
ぼす被害の程度において、これらに類する政令で定める原因に
より生ずる被害に対処するものである。

災害対策基本法第２
条第１号の規定と一致
させるための修正に伴
うもの

8

ｐ２８
第２編第１章
第１
表２－１

健康福祉部
における平
素の業務

・救援に関する体制の整備に関すること。
・要配慮者に対する支援体制の整備及び啓発に関すること。
・ボランティアとの連携に関すること。
・医療及び救急体制の整備に関すること。
・所管に係る生活関連等施設（毒物・劇物及び毒薬・劇薬の取
扱所等）の安全確保に関すること。
・物資の備蓄に関すること。
・赤十字標章の交付及び管理に関すること。

・救援に関する体制の整備に関すること。
・災害時要援護者に対する支援体制の整備及び啓発に関する
こと。
・ボランティアとの連携に関すること。
・医療及び救急体制の整備に関すること。
・所管に係る生活関連等施設（毒物・劇物及び毒薬・劇薬の取
扱所等）の安全確保に関すること。
・物資の備蓄に関すること。
・赤十字標章の交付及び管理に関すること。

用語の見直しに伴うも
の

三重県国民保護計画新旧対照表
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番号
県計画
該当部分

項目名 変更後 変更前 変更理由

9

ｐ２９
第２編第１章
第１
表２－１

環境生活部
における平
素の業務

・ボランティアとの連携に関すること。
・要配慮者に対する支援体制の整備及び啓発に関すること。
・児童生徒（私立学校）に対する支援体制の整備促進及び啓発
に関すること。
・所管施設の安全管理に関すること。
・所管に係る生活関連等施設（浄水施設等）の安全確保に関す
ること。

・ボランティアとの連携に関すること。
・災害時要援護者に対する支援体制の整備及び啓発に関する
こと。
・児童生徒（私立学校）に対する支援体制の整備促進及び啓発
に関すること。
・所管施設の安全管理に関すること。
・所管に係る生活関連等施設（浄水施設等）の安全確保に関す
ること。

用語の見直しに伴うも
の

10

ｐ３６
第２編第１章
第２
６（２）

地域におけ
る自主防災
組織の活動
環境の整備

県は、自主防災組織相互間、消防団等との間の連携が図られ
るよう配慮するとともに、地域で一体となった要配慮者への支援
体制が整えられるよう、その活動環境の整備を図る。

県は、自主防災組織相互間、消防団等との間の連携が図られ
るよう配慮するとともに、地域で一体となった災害時要援護者へ
の支援体制が整えられるよう、その活動環境の整備を図る。

用語の見直しに伴うも
の

11

ｐ３８
第２編第１章
第３
表２－４

通信体制の
確保に当
たっての留
意点

国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車
両等を活用するとともに、高齢者、障がい者、外国人その他の
情報の伝達に際し配慮を要する者及びその他通常の手段では
情報の入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できる
よう必要な検討を行い、体制の整備を図る。

国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車
両等を活用するとともに、高齢者、障がい者、外国人その他の
情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では
情報の入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できる
よう必要な検討を行い、体制の整備を図る。

用語の見直しに伴うも
の

12

ｐ３９
第２編第１章
第４
１（３）

県警察にお
ける体制の
整備

県警察は、ヘリコプターテレビ電送システム、交通監視カメラ等
その保有する手段を活用し、迅速な情報収集及び連絡を可能
とする体制を整備する。

県警察は、ヘリコプターテレビ伝送システム、交通監視カメラ等
その保有する手段を活用し、迅速な情報収集及び連絡を可能
とする体制を整備する。

誤字の修正に伴うもの

13

ｐ３９
第２編第１章
第４
２（３）

市町に対す
る支援

県は、市町が要配慮者に対し適切に警報の伝達を行うことがで
きるよう、市町を支援する。
また、県警察は、市町が行う住民に対する警報の伝達が的確か
つ迅速に行われるよう、市町との協力体制を構築する。

県は、市町が災害時要援護者に対し適切に警報の伝達を行う
ことができるよう、市町を支援する。
また、県警察は、市町が行う住民に対する警報の伝達が的確か
つ迅速に行われるよう、市町との協力体制を構築する。

用語の見直しに伴うも
の

14

ｐ４０
第２編第１章
第４
３

市町におけ
る警報の伝
達に必要な
準備

市町は、知事から警報の通知があった場合の住民及び関係団
体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくものとする。こ
の場合において、民生委員、社会福祉協議会、国際交流協会
等との協力体制を構築するなど、要配慮者に対する警報の伝
達に配慮するものとする。
また、市町は、警報を通知すべきその他の関係機関をあらかじ
め市町国民保護計画に定めておくものとする。

市町は、知事から警報の通知があった場合の住民及び関係団
体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくものとする。こ
の場合において、民生委員、社会福祉協議会、国際交流協会
等との協力体制を構築するなど、災害時要援護者に対する警
報の伝達に配慮するものとする。
また、市町は、警報を通知すべきその他の関係機関をあらかじ
め市町国民保護計画に定めておくものとする。

用語の見直しに伴うも
の

15

ｐ４３
第２編第１章
第５
２（２）イ

訓練に当
たっての留
意事項

国民保護措置についての訓練の実施に関しては、住民の避難
誘導、救援等に当たり、特に要配慮者への的確かつ迅速な対
応が図られるよう留意する。

国民保護措置についての訓練の実施に関しては、住民の避難
誘導、救援等に当たり、特に災害時要援護者への的確かつ迅
速な対応が図られるよう留意する。

用語の見直しに伴うも
の

16

ｐ４４
第２編第２章
１（３）

要配慮者等
の避難体制
の整備

(3)　要配慮者等の避難体制の整備（防災対策部、環境生活
部、健康福祉部、雇用経済部、教育委員会）
県は、市町と連携し、自主防災組織等の協力のもと、地域が一
体となった避難誘導等、要配慮者に対する避難体制の整備に
ついて配慮する。
また、市町等と連携し、児童生徒の避難方法等について検討を
行うなど、児童生徒の安全確保に努める。

(3)　災害時要援護者等の避難体制の整備（防災対策部、環境
生活部、健康福祉部、雇用経済部、教育委員会）
県は、市町と連携し、自主防災組織等の協力のもと、地域が一
体となった避難誘導等、災害時要援護者に対する避難体制の
整備について配慮する。
また、市町等と連携し、児童生徒の避難方法等について検討を
行うなど、児童生徒の安全確保に努める。

用語の見直しに伴うも
の
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番号
県計画
該当部分

項目名 変更後 変更前 変更理由

17

ｐ４６
第２編第２章
３（３）

運送経路の
確保

特に、伊勢志摩地方は複雑な海岸線を有すること、東紀州地域
は耐災性に優れる紀勢自動車道、熊野尾鷲道路が開通した
が、尾鷲市内や熊野市以南では主要な道路は国道42号のみ
で、他には数本の国道が山間部に存在しているのみであること
など、地域特性を考慮し、船舶等を保有する指定地方公共機関
等の協力を得て、海路における運送経路に関する情報を把握
し、輸送力の確保に努める。

特に、伊勢志摩地方は複雑な海岸線を有すること、東紀州地域
は紀勢自動車道、熊野尾鷲道路の整備が進められているもの
の、未整備区間があり、また主要な道路が国道42号のみで、他
には数本の国道が山間部に存在しているのみであることなど、
地域特性を考慮し、船舶等を保有する指定地方公共機関等の
協力を得て、海路における運送経路に関する情報を把握し、輸
送力の確保に努める。

高規格幹線道路の供
用区間の変更に伴うも
の

18

ｐ４７
第２編第２章
５（２）ク

避難施設の
指定に当
たっての留
意事項

要配慮者に配慮した施設を指定するよう配慮する。 災害時要援護者に配慮した施設を指定するよう配慮する。 用語の見直しに伴うも
の

19

ｐ４８
第２編第２章
６（１）

避難実施要
領のパター
ンの作成

市町は、県、県警察等の関係機関と緊密な意見交換を行いつ
つ、県作成の「市町避難実施要領の手引き」に基づき、消防庁
作成のマニュアル等を参考に、複数の避難実施要領のパター
ンをあらかじめ作成するものとする。この場合において、要配慮
者の避難方法等について配慮するものとする。

市町は、県、県警察等の関係機関と緊密な意見交換を行いつ
つ、県作成の「市町避難実施要領の手引き」に基づき、消防庁
作成のマニュアル等を参考に、複数の避難実施要領のパター
ンをあらかじめ作成するものとする。この場合において、災害時
要援護者の避難方法等について配慮するものとする。

用語の見直しに伴うも
の

20
ｐ４９、ｐ５０
第２編第３章
第１表２－５

生活関連等
施設の種類

表２－５　生活関連等施設の種類
別紙のとおり

表２－５　生活関連等施設の種類
別紙のとおり

原子力規制委員会の
設置に伴うもの

21

ｐ５４
第２編第５章
１（４）

要配慮者へ
の啓発

(4)　要配慮者への啓発（防災対策部、環境生活部、健康福祉
部、雇用経済部）
県は、テレビを利用した手話放送及び字幕放送、ＦＡＸ等視覚
に訴える伝達方法、ラジオ放送、電話等の音声情報等聴覚に
訴える伝達方法、外国語のインターネットホームページの活用、
外国語のテレビ、ラジオ放送等を活用し、要配慮者に配慮した
啓発を行う。

(4)　災害時要援護者への啓発（防災対策部、環境生活部、健
康福祉部、雇用経済部）
県は、テレビを利用した手話放送及び字幕放送、ＦＡＸ等視覚
に訴える伝達方法、ラジオ放送、電話等の音声情報等聴覚に
訴える伝達方法、外国語のインターネットホームページの活用、
外国語のテレビ、ラジオ放送等を活用し、災害時要援護者に配
慮した啓発を行う。

用語の見直しに伴うも
の

22
ｐ６０
第３編第２章
１（１）ウ

県対策本部
員等の参集

県対策本部対策統括部は、県対策本部員等に対し連絡する。 県対策本部事務局は、県対策本部員等に対し連絡する。 名称変更に伴うもの

23

ｐ６０
第３編第２章
１（１）エ

県対策本部
の開設

県対策本部対策統括部は、県庁講堂に県対策本部を開設する
とともに、県対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機
材の配置等必要な準備を開始する（特に、関係機関が相互に
電話、ＦＡＸ、電子メール等を用いることにより、通信手段の状態
を確認）。

県対策本部事務局は、県庁講堂に県対策本部を開設するとと
もに、県対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機材の
配置等必要な準備を開始する（特に、関係機関が相互に電話、
ＦＡＸ、電子メール等を用いることにより、通信手段の状態を確
認）。

名称変更に伴うもの

24

ｐ６１
第３編第２章
１（４）

県対策本部
における広
報等

県は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を
防ぐために、対策統括部内に広聴広報班を整備し、被災状況、
県対策本部における活動内容の公表及び報道機関との連絡調
整等の対外的な広報活動を実施し、県民に適時適切な情報提
供を行う。
広報の手段としては、テレビ及びラジオ放送、記者会見、問い
合せ窓口の開設、インターネットホームページ、広報紙等様々
な手段を活用し、要配慮者に配慮した情報提供も行う。

県は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を
防ぐために、対策統括部内に広聴広報班を整備し、被災状況、
県対策本部における活動内容の公表及び報道機関との連絡調
整等の対外的な広報活動を実施し、県民に適時適切な情報提
供を行う。
広報の手段としては、テレビ及びラジオ放送、記者会見、問い
合せ窓口の開設、インターネットホームページ、広報紙等様々
な手段を活用し、災害時要援護者に配慮した情報提供も行う。

用語の見直しに伴うも
の

25

ｐ６３、ｐ６４
第３編第２章
１（７）～（９）

県対策本部
の開設

(7)　県対策本部長の権限（防災対策部）
　（中略）
(8)　県対策本部の廃止（防災対策部）
　（中略）
(9)　現地調整所の設置（防災対策部）

県対策本部長の権限（防災対策部）
　（中略）
(7)　県対策本部の廃止（防災対策部）
　（中略）
(8)　現地調整所の設置（防災対策部）

誤記の修正に伴うもの
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番号
県計画
該当部分

項目名 変更後 変更前 変更理由

26
ｐ６５
第３編第３章
目次

第３章の目
次

７　指定行政機関及び指定地方行政機関等への派遣要請 ７　指定公共機関及び指定地方行政機関への派遣要請 誤記の修正に伴うもの

27

ｐ６８
第３編第３章
７

指定行政機
関及び指定
地方行政機
関等への派
遣要請

７　指定行政機関及び指定地方行政機関等への派遣要請（防
災対策部、各委員会、各委員）

７　指定公共機関及び指定地方公共機関への派遣要請（防災
対策部、各委員会、各委員）

誤記の修正に伴うもの

28
ｐ７１
第３編第４章
２（１）ウ

ボランティア
の活動

要配慮者への支援 災害時要援護者への支援 用語の見直しに伴うも
の

29

ｐ７４
第３編第５章
第１
２ウ

市町長の警
報伝達の基
準

市町長は、その職員並びに消防長（広域消防組合の消防長の
場合は、その管理者の指揮に従う。）及び消防団長を指揮し、
又は、自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、
各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制の整
備に努めるものとする。この場合においては、要配慮者に対す
る伝達に配慮するものとする。

市町長は、その職員並びに消防長（広域消防組合の消防長の
場合は、その管理者の指揮に従う。）及び消防団長を指揮し、
又は、自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、
各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制の整
備に努めるものとする。この場合においては、災害時要援護者
に対する伝達に配慮するものとする。

用語の見直しに伴うも
の

30

ｐ７９
第３編第５章
第２
２（１）イ　ク）

住民に対す
る避難の指
示

ク) 要配慮者への配慮
・市町との連携による要配慮者への配慮

ク) 災害時要援護者への配慮
・市町との連携による災害時要援護者への配慮

用語の見直しに伴うも
の

31

ｐ８６
第３編第５章
第２
４（２）ク

避難実施要
領作成の際
の主な留意
事項

ク　要配慮者への対応
要配慮者の避難誘導を円滑に実施するために、要配慮者への
対応方法を記載する。

ク　災害時要援護者への対応
災害時要援護者の避難誘導を円滑に実施するために、災害時
要援護者への対応方法を記載する。

用語の見直しに伴うも
の

32
ｐ９０
第３編第６章
２（１）

関係機関と
の連携

内閣総理大臣から他の都道府県の救援の実施について応援
すべき旨の指示があった場合には、当該都道府県に対して応
援を行う。

厚生労働大臣から他の都道府県の救援の実施について応援
すべき旨の指示があった場合には、当該都道府県に対して応
援を行う。

国民保護法の救援事
務の厚生労働省から
内閣府への移管に伴
うもの

33

ｐ９０
第３編第６章
３（１）

救援の内容 知事は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に
関する法律による救援の程度及び方法の基準（平成25年内閣
府告示第229号。以下「救援の程度及び基準」という。）に基づき
救援を行う。
  知事は、救援の程度及び基準によって救援の実施が困難で
あると判断する場合には、内閣総理大臣に対し、特別な基準の
設定について意見を申し出る。

知事は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に
関する法律による救援の程度及び方法の基準（平成16年厚生
労働省告示第343号。以下「救援の程度及び基準」という。）に
基づき救援を行う。
  知事は、救援の程度及び基準によって救援の実施が困難で
あると判断する場合には、厚生労働大臣に対し、特別な基準の
設定について意見を申し出る。

国民保護法の救援事
務の厚生労働省から
内閣府への移管に伴
うもの

34

ｐ９１
第３編第６章
３（３）ア

収容施設の
供与

・避難所の候補の把握（住民を収容可能な学校、公民館等公的
施設、社会福祉施設、設置可能な仮設施設、天幕等その用地
の把握）
・仮設トイレの設置及び清掃、消毒等の適切な管理
・避難所におけるプライバシーの確保への配慮
・要配慮者に対する福祉避難所の供与
・老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、
要配慮者を収容する長期避難住宅等の供与
（以下、省略）

・避難所の候補の把握（住民を収容可能な学校、公民館等公的
施設、社会福祉施設、設置可能な仮設施設、天幕等その用地
の把握）
・仮設トイレの設置及び清掃、消毒等の適切な管理
・避難所におけるプライバシーの確保への配慮
・災害時要援護者に対する福祉避難所の供与
・老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、
災害時要援護者を収容する長期避難住宅等の供与
（以下、省略）

用語の見直しに伴うも
の
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番号
県計画
該当部分

項目名 変更後 変更前 変更理由

35

ｐ９１
第３編第６章
３（３）ウ

医療の提供
及び助産

・医薬品、医療資機材及びＮＢＣ対応資機材等の所在の確認
・被災状況（被災者数及び被災の程度等）の収集
・救護班の編成、派遣及び活動に関する情報の収集
・避難住民等の健康状態の把握
・利用可能な医療施設及び医療従事者の確保状況の把握
・要配慮者への医療及び救護活動に対する的確かつ迅速な医
療情報の提供
（以下、省略）

・医薬品、医療資機材及びＮＢＣ対応資機材等の所在の確認
・被災状況（被災者数及び被災の程度等）の収集
・救護班の編成、派遣及び活動に関する情報の収集
・避難住民等の健康状態の把握
・利用可能な医療施設及び医療従事者の確保状況の把握
・災害時要援護者への医療及び救護活動に対する的確かつ迅
速な医療情報の提供
（以下、省略）

用語の見直しに伴うも
の

36
ｐ９５
第３編第６章
図３－８

救援に関す
る措置関連
図

図３－８　救援に関する措置関連図
別紙のとおり

図３－８　救援に関する措置関連図
別紙のとおり

国民保護法の救援事
務の厚生労働省から
内閣府への移管に伴
うもの

37

ｐ９８
第３編第７章
５（１）

市町による
安否情報の
収集

市町による安否情報の収集は、避難住民の誘導の際に、避難
住民等から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国
人登録原票等市町が平素から行政事務の円滑な遂行のために
保有する情報を参考に、避難者名簿を作成するなどにより行う
ものとする。また、要配慮者が滞在している施設の情報収集に
努めるものとする。
さらに、市町は、あらかじめ把握している医療機関、学校、大規
模事業所等安否情報を保有している関係機関に対し、安否情
報の収集についても協力を求めるものとする。

市町による安否情報の収集は、避難住民の誘導の際に、避難
住民等から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国
人登録原票等市町が平素から行政事務の円滑な遂行のために
保有する情報を参考に、避難者名簿を作成するなどにより行う
ものとする。また、災害時要援護者が滞在している施設の情報
収集に努めるものとする。
さらに、市町は、あらかじめ把握している医療機関、学校、大規
模事業所等安否情報を保有している関係機関に対し、安否情
報の収集についても協力を求めるものとする。

用語の見直しに伴うも
の

38

ｐ１０２、ｐ１０３
第３編第８章
第１
４（１）表３－１

危険物質等
の種類とそ
れに応じた
措置との関
係

表３－１　危険物質等の種類とそれに応じた措置との関係
別紙のとおり

表３－１　危険物質等の種類とそれに応じた措置との関係
別紙のとおり

原子力規制委員会の
設置に伴うもの

39

ｐ１０４
第３編第８章
第２　１（１）ア

放射性物質
等の放出又
は放出のお
それに関す
る通報、公
示等

知事は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報
を原子力事業所から受けたとき又は内閣総理大臣及び原子力
規制委員会（事業所外運搬に起因する場合にあっては、内閣
総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。）から通知を
受けたときは、周辺市町長及び指定地方公共機関に連絡する。

知事は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報
を原子力事業所から受けたとき又は指定行政機関の長から通
知を受けたときは、周辺市町長及び指定地方公共機関に連絡
する。

原子力規制委員会の
設置に伴うもの
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番号
県計画
該当部分

項目名 変更後 変更前 変更理由

40

ｐ１０５
第３編第８章
第２
１（６）～（８）

スクリーニン
グ及び除染
の実施

(６)スクリーニング及び除染の実施（防災対策部、健康福祉部）
　県は、住民に放射線被ばく及び放射能汚染の可能性が生じ
た場合に備え、スクリーニング及び除染等の対応可能な施設
等との協力体制を検討し、被ばく及び汚染が生じた場合には、
原子力災害対策指針に基づき、国及び原子力事業者の指示等
の下、市町と連携し、スクリーニング及び除染を行う。
(７)食料品等による被ばくの防止（防災対策部、健康福祉部、農
林水産部）
　県は、必要に応じ、飲食物の摂取制限等の措置について、防
災基本計画（原子力災害対策編）の定めの例により行うものとす
る。
　この場合において、食料品等の安全性が確認された後は、そ
の安全性についての広報を実施し、流通等への影響に配慮す
る。
(８)要員の安全の確保（防災対策部）
　県は、武力攻撃原子力災害に係る情報について、武力攻撃
原子力災害合同対策協議会等において積極的な収集に努め、
当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対策を講ずる要
員の安全の確保に配慮する。

(６)食料品等による被ばくの防止（防災対策部、健康福祉部、農
林水産部）
　県は、必要に応じ、飲食物の摂取制限等の措置について、防
災基本計画（原子力災害対策編）の定めの例により行うものとす
る。
　この場合において、食料品等の安全性が確認された後は、そ
の安全性についての広報を実施し、流通等への影響に配慮す
る。
(７)要員の安全の確保（防災対策部）
　県は、武力攻撃原子力災害に係る情報について、武力攻撃
原子力災害合同対策協議会等において積極的な収集に努め、
当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対策を講ずる要
員の安全の確保に配慮する。

国民の保護に関する
基本指針の変更に伴
うもの

41

ｐ１０６
第３編第８章
第２
２（４）ア

核攻撃等の
場合

県は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部によ
る汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する
被災情報を直ちに報告する。
また、措置に当たる要員の安全を確保した上で、被ばく線量の
管理を行いつつ、活動を実施させる。
県は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の指示等の下、
市町と連携し、避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務
員を含む。）にスクリーニング及び除染を行うとともに、放射性
物質による汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じる。

県は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部によ
る汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する
被災情報を直ちに報告する。
また、措置に当たる要員の安全を確保した上で、被ばく線量の
管理を行いつつ、活動を実施させる。

国民の保護に関する
基本指針の変更に伴
うもの

42

ｐ１１８
第３編第１０章
（１）ア

被災情報の
収集及び報
告

特に、県警察は、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を情報収
集に当たらせるほか、ヘリコプターテレビ電送システム、交通監
視カメラ等その保有する手段を活用して情報の収集を行う。

特に、県警察は、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を情報収
集に当たらせるほか、ヘリコプターテレビ伝送システム、交通監
視カメラ等その保有する手段を活用して情報の収集を行う。

誤字の修正に伴うもの

43

ｐ１１９
第３編第１１章
１（１）

保健衛生対
策

県は、避難先地域に対して、健康相談、指導等を実施するとと
もに、健康相談等窓口を設置するなど、当該地域の衛生状況の
保全、避難住民等の健康状態の把握、健康障害の予防等を行
う。
この場合において、要配慮者の心身双方の健康状態には特段
の配慮を行う。

県は、避難先地域に対して、健康相談、指導等を実施するとと
もに、健康相談等窓口を設置するなど、当該地域の衛生状況の
保全、避難住民等の健康状態の把握、健康障害の予防等を行
う。
この場合において、災害時要援護者の心身双方の健康状態に
は特段の配慮を行う。

用語の見直しに伴うも
の

44

ｐ１２０
第３編第１１章
２（２）

廃棄物処理
対策

県は、県地域防災計画に準じ、「災害廃棄物対策指針」（平成
26年環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部作成）等を参考
としつつ、廃棄物処理体制を整備する。

県は、県地域防災計画に準じ、「震災廃棄物対策指針」（平成
10年厚生省生活衛生局作成）等を参考としつつ、廃棄物処理
体制を整備する。

災害廃棄物対策指針
の策定に伴うもの
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番号
県計画
該当部分

項目名 変更後 変更前 変更理由

45

ｐ１２２、ｐ１２３
第３編第１２章
２（２）

要配慮者に
対する避難
実施後の対
応

(2)　要配慮者に対する避難実施後の対応（防災対策部、健康
福祉部、環境生活部）
県は、市町、自主防災組織、ボランティア団体等の協力を得
て、避難先で生活する乳幼児、要介護者、高齢者等に対し、ミ
ルク及び車椅子、介護ベット等の介護用品、温かい食料品等要
配慮者に配慮した物資の供給等を行う。また、外国人被災者の
ため、関係機関と連携して、情報の提供に努める。

(2)　災害時要援護者に対する避難実施後の対応（防災対策
部、健康福祉部、環境生活部）
県は、市町、自主防災組織、ボランティア団体等の協力を得
て、避難先で生活する乳幼児、要介護者、高齢者等に対し、ミ
ルク及び車椅子、介護ベット等の介護用品、温かい食料品等災
害時要援護者に配慮した物資の供給等を行う。また、外国人被
災者のため、関係機関と連携して、情報の提供に努める。

用語の見直しに伴うも
の
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別紙（旧） 
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別紙（新） 

表２－５ 生活関連等施設の種類 

法施行令 各号 施 設 の 種 類 所管省庁名 

第27条 １号 発電所、変電所 経済産業省 

２号 ガス工作物 経済産業省 

３号 取水施設、貯水施設、浄水施設、配

水池 

厚生労働省 

４号 鉄道施設、軌道施設 国土交通省 

５号 電気通信事業用交換設備 総務省 

６号 放送用無線設備 総務省 

７号 水域施設、係留施設 国土交通省 

８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、航

空保安施設 

国土交通省 

９号 ダム 国土交通省 

第28条 １号 危険物 総務省消防庁 

２号 毒劇物（毒物及び劇物取締法） 厚生労働省 

３号 火薬類 経済産業省 

４号 高圧ガス 経済産業省 

５号 核燃料物質（汚染物質を含む。） 原子力規制委員会 

６号 核原料物質 原子力規制委員会 

７号 放射性同位元素（汚染物質を含む。） 原子力規制委員会 

８号 毒劇物（医薬品医療機器等法） 厚生労働省 

農林水産省 

９号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省 

10号 生物剤、毒素 各省庁 

（主務大臣） 

11号 毒性物質 経済産業省 

備考：法施行令第28条に規定されている生活関連等施設は、表中に      

記載されている物質等を貯蔵している施設等のことである。      
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空保安施設 

国土交通省 

９号 ダム 国土交通省 

第28条 １号 危険物 総務省消防庁 

２号 毒劇物（毒物及び劇物取締法） 厚生労働省 

３号 火薬類 経済産業省 

４号 高圧ガス 経済産業省 

５号 核燃料物質（汚染物質を含む。） 文部科学省 

経済産業省 

６号 核原料物質 文部科学省 

経済産業省 
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８号 毒劇物（薬事法） 厚生労働省 

農林水産省 

９号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省 

10号 生物剤、毒素 各省庁 

（主務大臣） 

11号 毒性物質 経済産業省 

備考：法施行令第28条に規定されている生活関連等施設は、表中に      

記載されている物質等を貯蔵している施設等のことである。      
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図３－８ 救援に関する措置関連図  
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 5 埋葬及び火葬  
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    に著しい支障を及ぼしているものの除去  

 ・ 救援に必要な援助の協力  

 ・ 救援に必要な物資の売渡し  

 （医薬品、食品及び寝具等特定物資）  

 ・ 特定物資の保管  

 ・ 土地、家屋又は物資の使用の許諾  

 （収容施設及び医療用施設として利用）  

 ・ 土地及び家屋等の立ち入り及び検査  

   の許諾 

 

 

 

 

救援の内容 住民の協力等 

避    難    住    民 

医療関係者  

電気通信事業者  

である指定公共  

機関及び指定地  

方公共機関 

運送事業者であ  

る指定公共機関  

及び指定地方公  

共機関 

日本赤十字社  

知事（県対策本部長） 

＜市町対策本部＞  

   市町長  

（市町対策本部長） 救援の 
指示 

救  

援  

の  

実  

施  

協

力

要

請 

救  

援  

の  

実  

施  

又

は  

協

力  

救援措置の  

一部を委託  

救  

援  

の  

要  

請  

救  

援  

の  

補  

助  

救  

援  

の  

実  

施  

＜県対策本部＞  

内閣総理大臣 

（対策本部長） 

＜国＞ 

救  

援  

の  

指

示  

他の都道府県  

  知事  
応援 

応援の求め  

応

援

指

示  



別紙（旧） 

 

図３－８ 救援に関する措置関連図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜県対策本部＞ 

避 難 住 民 

他の都道府県 

知事 

＜市町対策本部＞ 

市町長 

(市町対策本部長) 

日本赤十字社 

運送事業者であ

る指定公共機関

及び指定地方公

共機関 

電気通信事業者

である指定公共

機関及び指定地

方公共機関 

 

事業者 
医療関係者 

応援の求め 

応援 

救援の 

指示 

救援措置の 

一部を委託 

救

援

の 

要

請 
救
援
の
実
施 

救
援
の
補
助 

救
援
の
実
施 

協
力
要
請 

救
援
の
実
施
又
は
協
力 

 

1 収容施設の供与 

2 食品、飲料水、被服、寝具その他生活必

需品等の給与又は貸与 

3 医療の提供及び助産 

4 被災者の捜索及び救出 

5 埋葬及び火葬 

6 電話その他の通信設備の提供 

7 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

8 学用品の給与 

9 死体の捜索及び処理 

10 武力攻撃災害によって住居又はその周

辺に運ばれた土石及び竹木等で、日常生

活に著しい支障を及ぼしているものの

除去 

 

・ 救援に必要な援助の協力 

・ 救援に必要な物資の売渡し 

（医薬品、食品及び寝具等特定物資） 

・ 特定物資の保管 

・ 土地、家屋又は物資の使用の許諾 

（収容施設及び医療用施設として利用） 

・ 土地及び家屋等の立ち入り及び検査

の許諾 

救援の内容 

救
援
の
指
示 

知事（県対策本部長） 

 

厚生労働大臣 
応
援
指
示 

住民の協力等 

<国> 

内閣総理大臣 

（対策本部長） 



別紙（新） 

表３－１ 危険物質等の種類とそれに応じた措置との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

物質の種類と対象範囲を示す法律 措置命令者 
措 置 

措置1 措置2 措置3 

① 
危険物 

【消防法】 
市町長 第12条の3 ○ ○ 

② 
毒物及び劇物 

【毒劇物取締法】 

厚生労働大臣 

知事 
○ ○ ○ 

③ 
火薬類 

【火薬類取締法】 

経済産業大臣 

国土交通大臣 

知事 

県公安委員会 

第45条 同左 同左 

④ 
高圧ガス 

【高圧ガス保安法】 

経済産業大臣 

知事 
第39条 同左 同左 

⑤ 
核燃料物質（汚染物質含む。） 

【原子力基本法】 

原子力規制委員会 

国土交通大臣 
□ □ □ 

⑥ 
核原料物質 

【原子力基本法】 
原子力規制委員会 ○ ○ ○ 

⑦ 
放射線同位元素（汚染物質含む。） 

【放射線障害防止法】 
原子力規制委員会 第33条第4項 同左 同左 

⑧ 
毒薬及び劇薬 

【医薬品医療機器等法】 

厚生労働大臣 

知事 
○ ○ ○ 

⑨ 
事業用電気工作物内の高圧ガス 

【電気事業法】 
経済産業大臣 ○ ○ ○ 

⑩ 
生物剤及び毒素 

【生物兵器禁止法】 
主務大臣 ○ ○ ○ 

⑪ 
毒性物質 

【化学兵器禁止法】 
経済産業大臣 ○ ○ ○ 

備考 

（注1） ○は法第103条第3項、□は法第106条の規定によって、当該措置の権限が付与されて

おり、条項を表記しているものは、それぞれ既存の個別法により当該措置の権限が

付与されている。 

（注2） ここに記載する措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第２条第７

号の対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。 
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⑧ 
毒薬及び劇薬 
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知事 
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備考 

（注1） ○は法第103条第3項、□は法第106条の規定によって、当該措置の権限が付与されて

おり、条項を表記しているものは、それぞれ既存の個別法により当該措置の権限が

付与されている。 

（注2） ここに記載する措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第２条第７
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